
納税のお知らせ
納期限：5月31日 ( 金 )

・固定資産税 1 期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-3751( 内 141 ～ 143)
・軽自動車税 1 期
▶税務課 収納管理係 ☎ 72-3751( 内 141 ～ 143)

相談コーナー
ふれあい総合相談支援センター
 ・一般相談 (月〜金 /10時～ 16時 )
 ・医療 /法律相談 (要予約 )
場所：社会福祉協議会 下地支所☎76-2270(代表)
無料人権相談
  ・5月21日 (火 ) 13時半～ 16時
          　　     　場所：平良庁舎 2階会議室
  ・5月28日 (火 ) 14時～ 16時
                     　場所：城辺庁舎 2階会議室
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金　9時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
 ・平日：10時～ 12時 /13時～ 16時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
 ・日時：5月8日 (水 )、22日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
 ・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695
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 税務課資産税係からのお知らせ

■固定資産税の減免制度について
　下記①～③に該当する場合は、固定資産税の減
免を受けることができます。
①生活保護等の受給者 ②公益のために直接専用す
る固定資産 (有料で使用するものを除く ) ③市の
全部又は一部にわたる災害等により著しく価値を
減じた固定資産。
　減免を受ける場合、納期限の
7日前までに、その事由を証明
する書類等を添付して提出しなけ
ればなりません。
　減免の適用範囲等に
ついては、税務課資産税係
までご連絡ください。

■固定資産 (土地 ) の評価について
　固定資産 (土地 ) は、現況の地目によって評価・
課税されます。
　登記簿記載地目や畑が原野で記載されている場
合でも、1月 1日時点の使用状況に応じた地目で
判断されます。例えば、畑を耕作放棄等で畑とし
ての利用状況がない場合、または、更地、駐車場、
資材置場等で使用している場合は、雑種地 (宅地
比準 )として地目認定され、評価額、固定資産税
額が急激に上昇する場合もあります。
【お問合せ】税務課 資産税係　☎ 72-3751
　　　　　　(内線 177、129、131、134)

・固定資産税 1 期
 ▶税務課 収納管理係
・軽自動車税 1 期
▶税務課 収納管理係

相談コーナー相談コーナー
ふれあい総合相談支援センター

納期限の
に、その事由を証明

する書類等を添付して提出しなけ

ついては、税務課資産税係

■固定資産 (土地 ) の評価について■固定資産 (土地 ) の評価について

国民健康保険課からのお知らせ

■お問合せ：賦課徴収係 ☎ 73-1973

　5月の「夜間」納付 (相談 ) 窓口開設について

■5月9日 (木 )、23日 (木 )
　　　　　　　　　17時 15分～ 19時
■場所：平良庁舎 2階 国民健康保険課
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 ハローワーク宮古からの
　　　　　　　　　お知らせ

○6月1日より高卒求人票の受理がスタート！
○7月 1日には高校生の就職活動も解禁です！

　職場の健康保険に加入したり、
被扶養者になったとき、または転
出する場合は、国保をやめる届出
が必要です。
　届出なしで自動的にやめること
はできませんので、14日以内に届
け出てください。

◆国保の届出、
　忘れていませんか？◆

平良庁舎 2階 国民健康保険課

　職場の健康保険に加入したり、
被扶養者になったとき、または転
出する場合は、国保をやめる届出

　届出なしで自動的にやめること
はできませんので、14日以内に届

　忘れていませんか？◆　忘れていませんか？◆

【高校卒業予定者の就職活動のスケジュール】
■求人受付開始：6 月 1日より随時
■求人公開開始：7 月 1日より随時
■応募・推薦開始日：8 月 30日
　　　※沖縄県のみ特例です！ (他県 9月 5日 )
■大卒等求人票 (大学・短大・専修学校等卒業予
定者向け )も合わせて受付ております。
■お問合せ：ハローワーク宮古 職業紹介部門
　　　　　　　　　☎ 72-3329　FAX73-6833

* 消費者相談 Q&A　迷ったら相談しよう！ *

～祈祷サービスの手紙に気をつけて！！～

○突然エアメールのような封書が届いた。開封すると、外国女性の写真があり、そ
の女性は「選ばれた霊能者」とある。「あなたはブロックされた 3,060 万円の財産
がある。ブロックされた財産を開放するためのペンダントを 5,000 円で購入してく
ださい」と書かれているが信用できるか。

◆お問合わせ：沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　
　　　　　　　　▶相談時間：平日 9 時 ~12 時／ 13時 ~16時　※土日・祝日はお休みです。

●これは不特定多数を狙った国内業者からのダイレクトメールで、「開運商法」による
勧誘です。ペンダントを購入して、お金が手に入った、という情報はありません。一
度申し込むと、次々に勧誘されている事例もありますので、同封の申込書を送らない
ように気をつけましょう。


